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10広報まつまえ  令和3年8月号

　国民年金の保険料は、毎年 7月に納付書（国
民年金保険料納付案内書）が送付され、納付す
ることになりますが、一定の条件に該当する下
表の対象者の場合、保険料の免除や猶予を受け
ることができます。保険料を納付できない場合
は、お問い合わせください。

国民年金保険料の免除・猶予制度について

・本人確認できるもの
　運転免許証やマイナンバーカードなど
・基礎年金番号が確認できるもの
　年金手帳など
・マイナンバーが確認できるもの
　マイナンバーカードや通知カードなど

手続きに必要なもの（共通）

制度名 対象者 必要なもの

免除制度 
（過去 2年さかのぼって申請可能）

所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得が
一定額以下や失業した方

雇用保険受給資格者証の写
しまたは離職票などの写し

納付猶予制度 
（過去 2年さかのぼって申請可能）

20歳～50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が
一定額以下の方

雇用保険受給資格者証の写
しまたは離職票などの写し

学生納付特例制度 
（在学中の保険料の納付猶予）

大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専
修学校、各種学校※に在籍する20歳以上の学生など
で、ご本人の前年所得が基準以下の方
※�学校教育法で規定されている修業年限が 1 年以上の課程がある
学校

在学証明書または
学生証の写し

産前産後期間免除制度 
（出産予定日または出産日が属する
月の前月から 4カ月間の保険料免除）

出産日が平成31年 2 月 1 日以降の方（任意加入をされ
ている方は、対象外です）

母子健康手帳または
出生証明書

新型コロナウイルス感染
症の影響による減収を事
由とする保険料免除制度 
（令和 2年 2月分以降の保険料免除）

次の①②をいずれも満たした方

①�令和 2年 2月以降に新型コロナウイルス感染症の影
響により業務が失われたなど、収入が減少したこと
②�令和 2年 2月以降の所得などの状況から見て、当年
中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除
などに該当する水準になることが見込まれること

所得の申立書
（簡易な所得見込額を記入する
ものです。様式は役場または各
支所で交付します）


